
④タブレット端末 

 

・タブレット端末の貸出しは読み書きに困難のある児童生徒がタブレットの活用を検討しているケースに限

ります。 

 

物品名 説 明 

iPad  

 

 

 

 

 

 

 

iOS を搭載したアップル社のタブレット型

コンピューターです。 

第６世代 9.7 インチ 

 

～貸出セット～ 

・iPad（カバー付） 

・Lightning USB ケーブル 

・変換アダプタ付き USB 

・電源アダプタ 

・収納ケース 

 

Surface  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Window10 を搭載したマイクロソフト社の

タブレット型コンピューターです。  

Surface Go 10 インチ 

～貸出セット～ 

・Surface Go（マイクロ SD カード入り） 

・タッチペン 

・キーボード付きカバー 

・マウス 

・マウスパッド 

・マイクロ SD カードアダプタ 

・USB メモリー 

・USB 変換アダプタ（type-A→type-C） 

・電源アダプタ 

・収納ケース 

＜タブレット端末 借用上の注意点＞ 

①設定を変更する場合は、京都府総合教育センター特別支援教育部に連絡してください。 

②貸出しの際に割り当てた京都みらいネット以外のインターネットには接続しないでください。 

③個人情報に関するデータは保存しないでください。 

④貸出し期間中タブレット端末に保存したデータは、返却時に削除してください。 

⑤指導上必要な教材等データの取り込みは、付属の機器を使用してください。付属の機器の使用にあたっては、   

学校設置者に確認してください。 

 リンク：物品貸出の方法について 

http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/cms/?page_id=406

